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（趣旨） 

第１条 福岡女子大学女性研究者支援者制度（以下「支援者制度」）は、育児・介護をする福岡女

子大学の研究者が研究活動の支援を必要とするときに、研究支援者を派遣することにより、そ

の研究活動を継続できることを目的とする。 

 

（被支援者の資格） 

第２条 研究支援者による支援を受けられる者（以下、「被支援者」）は、本学の研究者（助手以

上）のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）妊娠中又は小学校６年生までの子を養育している女性研究者 

（２）妊娠中又は小学校６年生までの子を養育している女性研究者をパートナー（夫婦など）と

する男性研究者 

（３）要介護状態にある家族の介護をしている女性研究者（介護休暇中の研究者を除く） 

（４）要介護状態にある家族の介護をしている女性研究者をパートナー（夫婦など）とする男性 

研究者 

（５）その他女性リーダーシップセンター長（以下、「センター長」と言う。）が認める者 

２ 前項第３号及び第４号の要介護状態にある家族とは下記に定める者であって、負傷、疾病又

は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態

にある者をいう。 

（１）配偶者（婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む） 

（２）父母 

（３）子 

（４）配偶者の父母 

（５）祖父母、兄弟姉妹又は孫であって教員が同居し、かつ、扶養している者 

（６）配偶者の祖父母、兄弟姉妹又は孫であって教員が同居し、かつ、扶養している者 

（７）教員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び教員と

の間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で理事長が定める者 

 

（利用期間） 

第３条 研究支援を受ける期間は４月１日～３月３１日までの１年間を期限とする。期間が満了

した場合は再申請することができる。 

 

（利用時間） 

第４条 研究支援を受けられる時間は、研究支援者１人につき１日７時間４５分未満で、研究支
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援者に週２０時間、月４０時間を超えて業務に従事させることはできない。 

２ 被支援者は研究支援者に休日に支援に従事させることはできない。 

３ 被支援者は研究支援者に２２時から５時の間は支援に従事させることはできない。 

４ 被支援者は研究支援者に１日の支援時間が６時間を超える場合においては４５分の休憩時間

を勤務時間の途中に与えなければならない。 

 

（申請） 

第５条 支援を受けようとする研究者は、別に定める申請書により、応募すること。 

 

（審査基準等） 

第６条 審査の基準は、次の各号に掲げる事項に基づいて判断する。 

（１）出産、育児又は介護による研究時間の制限 

（２）研究補助業務内容の具体性 

（３）被支援者、研究支援者への、研究支援の有効性 

（４）その他、研究支援の必要性が高いと認められる事由の有無 

 

（選考等） 

第７条 第５条に基づき申請があったときは、女性リーダーシップセンター（以下、「センター」

と言う。）にて選考し、同センター長が決定する。 

 

 （中間報告） 

第８条 被支援者は被支援期間中に行われる中間ヒアリングの際、別に定める報告書を提出する

ものとする。 

 

（成果報告） 

第９条 被支援者は研究支援期間終了後に、別に定める成果報告書を提出するものとする。 

 

（研究支援者） 

第１０条 研究支援者の採用、雇用等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （調査・報告への協力） 

第１１条 支援者制度の被支援者、研究支援者は、センターが行う当該制度の調査・報告に協力

をするものとする。 

 

 （成果物の謝辞） 

第１２条 支援者制度を活用して成果を発表する場合、「公立大学法人福岡女子大学女性研究者支

援者制度の成果の一部である」との謝辞を加えることとする。 
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（事務） 

第１３条 この要綱に関する事務は、センターにおいて処理する。 

 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、支援者制度に関し必要な事項は、センター長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１１月１３日一部改正） 

この要綱は、平成２６年１１月１３日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日一部改正） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日一部改正） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日一部改正） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


